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  第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、美里町の豊かな自然環境や田園環境、美しい景観及び安

全・安心な生活環境（以下「自然環境等」という。）の保全と再生可能エネ

ルギー発電設備の設置及び再生可能エネルギー発電設備の設置を目的とした

土地の造成並びに再生可能エネルギー発電設備の維持管理に関し、必要な事

項を定めることにより、事業区域及びその周辺の地域における災害の防止、

生活環境の保全及び地元関係者との共生を図り、町民の安全と安心を確保す

ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 再生可能エネルギー源 非化石エネルギー源のうち、太陽光（太陽熱を

含む。）、風力、水力、地熱及びバイオマス（動植物に由来する有機物で

あってエネルギー源として利用することができるもの）をいう。 

⑵ 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する

設備及びその附属設備（送電に係る電柱及び電柱に付属する物を除く。）

をいう。  

⑶ 造成 木竹の伐採並びに土地の切土及び盛土をいう。 

⑷ 設置事業 再生可能エネルギー発電設備の設置（増設及び造成を伴う改

修を含む。）をする事業又は再生可能エネルギー発電設備の設置を目的と

する土地の造成を行う事業をいう。 

⑸ 運営事業 再生可能エネルギー発電設備で発電を行う事業をいう。 



 

⑹ 設置者 設置事業を行う者をいう。 

⑺ 工事施工者 設置事業に関する工事を請け負った者及び自らその工事を

行う者をいう。 

⑻ 土地管理者 事業区域に係る土地の所有者又は占有者若しくは管理者を

いう。 

⑼ 設置事業者 設置者、土地管理者又は工事施工者をいう。 

⑽ 運営者 運営事業を行う者をいう。 

⑾ 保守点検事業者 運営事業に関して、再生可能エネルギー発電設備の保

守及び点検を請け負った者をいう。 

⑿ 運営事業者 運営者、再生可能エネルギー発電設備の所有者、保守点検

事業者及び土地管理者をいう。 

⒀ 事業者等 設置事業者及び運営事業者をいう。 

⒁ 事業区域 設置事業及び運営事業を行う土地（再生可能エネルギー発電

設備に附属する管理施設、変電設備、緩衝帯等に係る土地を含む。）であ

って、柵、フェンス及び境界杭
くい

の設置その他の方法により当該土地以外の

土地と区別された区域をいう。この場合において、土地の一部が事業区域

となる場合は、その土地全てを事業区域とみなす。 

⒂ 地元関係者 事業区域の近隣の建築物の使用者及び所有者並びに土地の

使用者及び所有者並びに町長が指定する行政区の代表者をいう。 

 （町の責務） 

第３条 町は、第１条の目的の達成のために、この条例の適正かつ円滑な運用

が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 （事業者等の責務） 

第４条 事業者等は、関係法令及びこの条例を遵守しなければならない。 

２ 事業者等は、災害防止及び生活環境の保全に十分配慮し、地元関係者と良

好な関係を保つよう努めなければならない。 

３ 事業者等は、設置事業及び運営事業に関連する事故が発生しないよう安全

対策に努めるものとする。また、事故が発生した場合は、速やかに対処でき

るよう十分な措置を講ずるとともに、町長及び地元関係者に報告するものと

する。 

４ 事業者等は、町長及び地元関係者から意見が出された場合は、地元関係者

の理解が得られるよう対応しなければならない。 

５ 事業者等は、設置事業及び運営事業に関して生じた紛争については、自ら

の責任において調整を行い、解決しなければならない。 

６ 事業者等は、再生可能エネルギー発電設備の適切な設置及び維持管理に努

めるとともに、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、再生可

能エネルギー発電設備の維持管理、解体等の費用を確保するよう努めるもの



 

とする。 

７ 事業者等は、設置事業を廃止し、又は当該設置事業により設置された再生

可能エネルギー発電設備を用いて実施する発電事業を終了したときは、速や

かに原状回復の措置を講じなければならない。 

（関係法令等に関する調査） 

第５条 事業者等は、設置事業に関連する関係法令及びこの条例について調査

し、手続の必要の有無及び許可並びに届出受理の見込みについて関係機関に

確認しなければならない。 

   第２章 禁止区域の指定 

 （禁止区域） 

第６条 災害の防止及び生活環境の保全のため、必要と認められる区域を、設

置事業を認めない区域（以下「禁止区域」という。）として指定するものと

する。 

２ 事業者等は、前項の規定により指定した禁止区域を事業区域に含めてはな

らない。ただし、国又は地方自治体が行う設置事業については、この限りで

ない。 

 （禁止区域の指定） 

第７条 前条に規定する禁止区域は、次のとおりとする。 

⑴ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平

成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定により指定された土砂災害警

戒区域及び同法第９条第１項の規定により指定された土砂災害特別警戒区

域並びにその影響を受ける区域 

⑵ 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の規定によ

り指定された地すべり防止区域及びその影響を受ける区域 

⑶ 砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条の規定により指定された砂防

指定地及びその影響を受ける区域 

⑷ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７

号）第３条第１項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域及びその

影響を受ける区域 

⑸ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第６条第１項に規定する河川区域

及び同法第５４条第１項の規定により指定された河川保全区域 

⑹ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項の規定により指定

された保安林の区域 

⑺ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律

第８８号）第２８条第１項の規定により指定された鳥獣保護区及び同法第

２９条第１項の規定により指定された特別保護地区 

⑻ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）第１０９条第１項の規定に



 

より指定され、若しくは同法第１１０条第１項の規定により仮指定された

史跡、名勝若しくは天然記念物又は同法第１３２条第１項の規定により登

録された登録記念物の区域 

⑼ 埼玉県文化財保護条例（昭和３０年埼玉県条例第４６号）第３１条第１

項の規定により指定された埼玉県指定史跡、埼玉県指定名勝又は埼玉県指

定天然記念物の区域 

⑽ 美里町文化財保護条例（昭和３４年条例第６号）第５条第１項の規定に

より指定された町指定文化財の区域 

⑾ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１０条

第１項の規定により指定された宅地造成工事等規制区域 

 ⑿ 埼玉県が公表している水害リスク情報図に掲載された区域 

 ⒀ 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの 

   第３章 禁止区域以外における設置事業 

 （設置事業の許可） 

第８条 禁止区域以外の区域において、事業区域の面積が１，０００平方メー

トル以上又は出力が１０キロワット以上（同一又は共同の関係にあると認め

られる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する

再生可能エネルギー発電設備の合算した出力が１０キロワット以上となるも

のを含む。）の設置事業を行おうとする事業者等は、規則で定めるところに

より町長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる

ものについては、適用しないものとする。 

⑴ 建築物の屋根又は屋上に設置するもの 

⑵ 農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置される太陽光

発電設備であって、当該支柱について農地法（昭和２７年法律第２２９号

）第４条第１項又は第５条第１項の規定に基づく許可を受けるもの 

２ 町長は、申請を受けた設置事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を

及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村及び行政機関の長に対

し、意見を求めることができる。 

 （許可の基準等） 

第９条 町長は、前条の許可申請があったときは、当該許可申請に係る設置事

業が次の各号のいずれにも該当すると認める場合、設置許可をするものとす

る。 

⑴ 事業区域の周辺の地域（以下「周辺地域」という。）における自然環境

を害するおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。 

⑵ 周辺地域の景観を阻害するおそれがないものとして規則で定める基準に

適合していること。 



 

⑶ 事業区域及び周辺地域において土砂崩れ、氾濫等を発生させるおそれが

ないものとして規則で定める基準に適合していること。 

⑷ 設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面

積等の造成計画が宅地造成及び特定盛土等規制法、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）その他関係法令（次号及び第６号において「関係法

令」という。）及び規則で定める基準に適合していること。 

⑸ 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合し

ていること。 

⑹ 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関

係法令及び規則で定める基準に適合していること。 

⑺ 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の機能及び構造に支

障を来すおそれがないものとして規則で定める基準に適合していること。 

⑻ 近隣住民等の生活環境を保全するため、反射光、騒音等について生活環

境に対する必要な措置が講じられているものとして規則で定める基準に適

合していること。 

⑼ 設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法（昭和３９年法律第

１７０号）、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号）その他関係法令の基準に適合していること。 

⑽ 町の総合振興計画、環境基本計画その他の計画（国又は埼玉県が策定す

る計画であって、町に関連があるものを含む。）に適合していること。 

⑾ その他町長が当該事業について必要と認める基準に適合していること。 

２ 許可申請をした設置事業者又は当該許可申請に係る工事施工者が次の各号

のいずれかに該当するときは、設置許可をしないことができる。 

⑴ 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないと

き。 

⑵ 第２１条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から５年を経

過しないとき。 

⑶ その他町長が事業計画実施上問題があると認めたとき。 

３ 町長は、自然環境若しくは景観の維持又は災害若しくは生活環境への被害

の発生の防止のため、設置許可に必要な条件を付することができる。 

（事前相談） 

第１０条 第８条第１項に規定する設置事業の許可申請を行おうとする設置事

業者（以下「申請予定事業者」という。）は、次条第１項の規定による事前

協議書の提出の３０日前までに規則で定める事前相談届出書を町長に届け出

なければならない。 

２ 町長は、前項の事前相談届出書の内容を確認し、設置事業者に確認書を通

知するものとする。 



 

（事前協議） 

第１１条 申請予定事業者は、前条第２項の確認書を受理した後に、事業区域

ごとに設置事業に関する計画（以下「事業計画」という。）を定め、あらか

じめ、規則で定めるところにより、町長に協議しなければならない。 

２ 事業計画には、次の事項を記載しなければならない。 

⑴ 申請予定事業者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在

地、名称及び代表者の氏名） 

⑵ 事業区域の所在及び面積 

⑶ 工事施工者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名） 

⑷ 設置事業の完了時における土地の形状 

⑸ 再生可能エネルギー発電設備を設置する位置 

⑹ 設置する再生可能エネルギー発電設備の構造 

⑺ 設置事業の期間及び工程 

⑻ 設置する再生可能エネルギー発電設備の最大出力 

⑼ 自然環境の保全のための方策 

⑽ 景観保全のための方策 

⑾ 排水施設その他土砂等の流出及び崩落を防止する施設の計画 

⑿ 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措

置 

⒀ 前２号に掲げるもののほか、災害、事故等の発生を防止するための措置 

⒁ 設置事業の施行に必要となる法令及び他の条例の許認可の取得に関する

計画 

⒂ 設置事業の完了後における再生可能エネルギー発電設備の維持管理の計

画 

⒃ 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

３ 町長は、第１項の規定による協議があったときは、申請予定事業者に対し

、必要な指導又は助言をすることができる。 

４ 町長は、第１項の規定による協議が終了したときは、申請予定事業者に当

該協議が終了した旨を通知するものとする。 

 （設置事業の周知） 

第１２条 申請予定事業者は、地元関係者に設置事業の計画を公開し、前条第

１項の規定による事前協議書の提出後速やかに、規則で定めるところにより

、事業区域内の道路に面した見やすい場所に標識を設置しなければならない

。 

（説明会の開催） 

第１３条 申請予定事業者は、地元関係者に対し事業計画の周知を図るため、



 

第１１条第１項の規定による町長との協議終了後から１４日以内に地元関係

者を対象に説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催するこ

とが困難であると町長が特に認めるときは、この限りでない。 

２ 地元関係者は、前項の説明会を開催した申請予定事業者に対し、事業計画

について意見を申し出ることができる。 

３ 前項の規定による意見の申出があったときは、当該申請予定事業者は、規

則で定めるところにより、当該申出をした地元関係者と協議しなければなら

ない。 

４ 申請予定事業者は第１項に規定する説明会を開催した場合は、規則で定め

るところにより町長に届け出なければならない 

（標識の掲示） 

第１４条 第８条第１項の設置許可を受けた者（以下「許可事業者」とい

う。）は、当該設置許可に係る設置事業を行っている間、当該事業区域内の

公衆の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。 

（搬入車両への表示） 

第１５条 許可事業者は、当該設置許可を受けた事業区域に設置事業のために

土砂を含む資材を搬入しようとするとき（設置事業を他の者に請け負わせて

搬入しようとする場合を含む。）は、規則で定めるところにより、当該設置

許可に係る再生可能エネルギー発電設備の搬入の用に供する車両である旨そ

の他の事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。 

（関係書類の閲覧） 

第１６条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該設置許可に係る設

置事業を行っている間、この条例の規定により町長に提出した書類の写しを、

近隣住民等その他設置事業に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求

めに応じ、閲覧させなければならない。 

（着手の届出） 

第１７条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業に着手するときは、規

則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。 

２ 設置事業に係る工事の施工は、規則で定める資格及び能力を有する者が行

わなければならない。 

（変更の許可） 

第１８条 許可事業者は、第８条第１項の設置許可の内容を変更（町長が定め

る軽微な変更を除く。）しようとするときは、規則で定めるところにより、

あらかじめ、町長の許可（以下「変更許可」という。）を受けなければなら

ない。 

２ 第９条、第１１条、第１３条から第１６条まで、次条及び第２２条第１項

の規定は、変更許可について準用する。 



 

（完了の届出等） 

第１９条 許可事業者は、当該設置許可に係る設置事業を完了したときは、規

則で定めるところにより、完了した日から起算して１０日以内に、町長に届

け出なければならない。 

２ 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに検査し、設置許

可の内容に適合していると認めるときは、当該許可事業者に検査済証を交付

するものとする。 

３ 許可事業者は、前項の規定による検査済証の交付を受けた後でなければ、

当該事業区域に設置された再生可能エネルギー発電設備を使用してはならな

い。 

（指導、勧告及び命令等） 

第２０条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し必要な措置を

講ずるよう指導を行うことができる。 

２ 町長は、正当な理由なく、前項に規定する指導に従わない場合であって、

事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者

等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

⑴ 第６条第２項の規定に違反した者 

⑵ 第９条の規定に違反した設置事業者 

⑶ 第１１条第１項の規定による事前協議をせず、又は虚偽の協議をしたと

き。 

⑷ 第１２条又は第１３条第１項の規定による事業計画の周知又は説明会の

開催をしなかったとき。 

⑸ 第１３条第２項の規定による意見の申出をした地元関係者との協議をし

なかったとき。 

⑹ 許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事業者にあ

っては変更許可を受けた事業計画に従って設置事業を施行していないと認

めるとき。 

⑺ 前条第２項の規定による検査の結果、当該設置許可の内容に適合しない

と認めるとき。 

⑻ 第１８条第２項において準用する第１９条第２項の規定による検査の結

果、当該変更許可の内容に適合しないと認めるとき。 

⑼ 設置事業及び運営事業が生活環境又は自然環境等に重大な影響を与える

おそれがあると認められるとき。 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に勧告する必要があると認めると

き。 

３ 町長は、事業者等が正当な理由なく、前項の規定による勧告に従わないと

きは、相当の期限を定めて、当該事業者等に対し、工事その他の行為の停止



 

を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事

業区域の原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずる

ことができる。 

（許可の取消し） 

第２１条 町長は、許可事業者又は変更許可事業者が次の各号のいずれかに

該当するときは、その許可を取り消すことができる。この場合において、

許可の取消しの前に美里町行政手続条例（平成１３年条例第１２号）第１

３条第１項第１号の規定に基づき聴聞を行うものとする。 

⑴ 不正な手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。 

⑵ 設置許可を受けた日から起算して１年を経過する日までに当該設置許可

に係る設置事業に着手しなかったとき。 

⑶ 設置許可を受け、設置事業に着手した日後１年を超える期間引き続き当

該設置事業を行っていないとき。 

⑷ 第９条第１項に規定する要件を満たさない設置事業を行ったとき。 

⑸ 第９条第３項（第１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定

により付された条件に違反したとき。 

⑹ 第１８条第１項の規定に違反して変更許可を受けないで設置事業を行っ

たとき。 

⑺ 変更許可を受けた日から起算して１年を経過する日までに当該変更許可

に係る設置事業に着手しなかったとき。 

⑻ 変更許可を受け、変更許可に係る設置事業に着手した日後１年を超える

期間引き続き当該設置事業を行っていないとき。 

⑼ 前条の規定による命令に従わないとき。 

（公表） 

第２２条 町長は、第２０条の規定により命令をしたとき又は前条の規定によ

り設置許可若しくは変更許可を取り消したときは、次に掲げる事項を公表す

ることができる。 

⑴ 当該設置許可若しくは当該変更許可の取消し又は命令を受けた者の住所

及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏

名） 

⑵ 当該設置許可若しくは当該変更許可の取消し又は命令の内容 

２ 町長は、事業者等がこの条例に基づく届出、申請、報告等において、虚偽

記載等の不正行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表すること

ができる。 

⑴ 当該事業者等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名） 

⑵ 当該事業者等が行った不正行為の内容 



 

３ 町長は、前２項の公表を行う場合は、あらかじめ事業者等に弁明の機会を

与えなければならない。 

   第４章 維持管理基準 

（管理対象設備等に関する維持管理義務） 

第２３条 再生可能エネルギー発電設備を設置した事業者等は、事業区域の面

積が１，０００平方メートル以上又は出力が１０キロワット以上（同一又は

共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は

近接した場所に設置する再生可能エネルギー発電設備の合算した出力が１０

キロワット以上となる場合を含む。）の当該再生可能エネルギー発電設備及

び事業区域（以下「管理対象設備等」という。）を自らの責任において適正

に管理しなければならない。 

 （事業区域への侵入防止措置等） 

第２４条 事業者等は、事業区域の周囲にフェンスの設置その他侵入防止措置

及び安全対策を講じなければならない。 

 （異常発生時の対応） 

第２５条 事業者等は、自然災害による被害及び管理対象設備等に異常が発生

した場合は、直ちに現地を確認し、必要な措置を講じなければならない。ま

た、被害等の状況や講じた措置等について速やかに町長に報告するとともに

地元関係者に周知しなければならない。 

（地位の承継） 

第２６条 第８条第１項の許可を受けた事業を譲り受けた者は、規則で定める

ところにより、譲り受けた日から起算して１０日以内に町長へ報告しなけれ

ばならない。 

２ この条例の施行の日前から運営していた運営事業について、同日以降に運

営事業を譲り受けた者は、規則で定めるところにより、譲り受けた日から起

算して１４日以内に町長へ報告しなければならない。 

３ この条例によってした処分、手続その他の行為は、第１項の規定により譲

り受けた者に対しても、その効力を有する。 

 （廃止の届出等） 

第２７条 事業者等は、第８条第１項の許可（第１８条第１項の変更許可を含

む。）の設置事業を廃止する場合には、その廃止しようとする日から３０日

前にまでに規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。 

２ 前項の届出を行う際には、再生可能エネルギー発電設備の解体、撤去及び

廃棄の方法その他規則で定める措置に関する計画書を添付するものとする。 

３ 町長は、第１項の届出について、事業者等に必要な指導又は勧告を行うこ

とができる。 

４ 第１項で届け出た設置事業の廃止が完了したときは、完了した日から３０



 

日以内に規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。 

５ 運営事業者は、その再生可能エネルギー発電設備を廃止しようとするとき

は、その他規則で定める措置を講じなければならない。 

（適正に管理されていない管理対象設備等への町の関与） 

第２８条 町長は、適正な維持管理がされていない管理対象設備等による防災

上の問題の解決及び事業区域外への被害防止のために、次条から第３２条ま

でに定める必要な措置を講ずることができる。 

（土地所有者等に対する求め） 

第２９条 町長は、第８条第１項の許可を得て行われた設置事業（第１８条第

１項の変更許可を含む。）が行われた土地において、自然環境若しくは景観

を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害が発生する事態が生ずるおそ

れがあると認めるときは、設置事業者に対し、その防止のために必要な措置

を講ずるよう求めることができる。 

２ 前項の場合において、土地所有者等以外の者の行為により、同項の事態が

生ずるおそれがあると認められるときは、当該行為を行った者（相続、売買、

合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。）に対し、その防止のた

めに必要な措置を講ずるよう求めることができる。 

（指導、助言及び勧告等） 

第３０条 町長は、必要があると認めるときは、事業者等に対し必要な措置を

講ずるよう指導又は助言を行うことができる。 

２ 町長は、正当な理由なく、前項に規定する指導又は助言に従わない場合で

あって、事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当

該事業者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

⑴ 運営事業に関する法令及び条例に違反したとき。 

⑵ 許可事業者にあっては設置許可を受けた事業計画、変更許可事業者にあ

っては変更許可を受けた事業計画に従って運営事業を行っていないと認め

るとき。 

⑶ 届出事業者にあっては、届け出た事業計画に従って運営事業を行ってい

ないと認めるとき。 

⑷ 事業区域が雑草の繁茂等、土砂の流出及び破損した設備の放置等適切に

管理されていないとき。 

⑸ 設置した施設、設備、資機材等が毀損し、又は適切に維持管理されてい

ないとき。 

⑹ 運営事業開始後に、運営事業に関して苦情又は要望があった場合におい

て、説明を行わない又は、問題解決のための対策を実行しないとき。 

⑺ 第２５条から第２７条までの規定に違反したとき。 



 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、町長が特に勧告する必要があると認めると

き。 

（公表） 

第３１条 町長は、前条第２項の規定による勧告をしたときは、次の事項を

公表することができる。 

⑴ 勧告を受けた者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在

地、名称及び代表者の氏名） 

⑵ 勧告の内容 

２ 町長は、事業者等がこの条例に基づく届出等において、虚偽記載等の不正

行為を行ったと認めるときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

⑴ 当該事業者等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び代表者の氏名） 

⑵ 当該事業者等が行った不正行為の内容 

３ 町長は、前２項の公表を行う場合は、あらかじめ事業者等に弁明の機会を

与えなければならない。 

（国又は県への情報提供及び報告） 

第３２条 町長は、再生可能エネルギー発電設備において関係法令及びこの条

例に違反していることが確認できた場合は、国又は県へ情報を提供すること

ができる。 

２ 町長は、第２２条又は前条に規定する公表後、公表の内容及び事実を国又

は県へ報告することができる。 

（報告） 

第３３条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、期限を定めて事業

者等に対し、報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第３４条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、事業

者等の事務所若しくは事業所又は事業区域に立ち入り、設置事業の状況若し

くは施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させ

ることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する書類を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

   第５章 雑則 

（委任） 

第３５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   第６章 罰則 



 

 （罰則） 

第３６条 次のいずれかに該当するものは３０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第８条第１項の許可を受けず又は虚偽の申請により許可を受け再生可能

エネルギー発電設備を設置した者 

⑵ 第１８条第１項の変更許可を受けず又は虚偽の申請により変更許可を受

け再生可能エネルギー発電設備を設置した者 

第３７条 次のいずれかに該当するものは２０万円以下の罰金に処する。 

⑴ 第３３条の規定による報告を求められて、定められた期限内に正当な理

由なく報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

⑵ 第３４条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした

者 

 （両罰規定） 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員

が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を

罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。 

 （過料） 

第３９条 次のいずれかに該当するものは５万円以下の過料に処する。 

⑴ 第１２条又は第１４条に規定する標識を掲げない者 

⑵ 第１７条第１項、第１９条第１項、第２７条第１項又は第４項の規定によ

る届出をしない又は虚偽の届出をした者 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３６条から第３

９条までの規定は条例の施行の日から起算して、６月を超えない範囲内にお

いて規則で定める日から適用する。 

（経過措置） 

２ 第８条の規定は、令和６年１０月１日以後に着手する設置事業について適

用する。 

３ この条例の施行の日前に再生可能エネルギー発電設備を設置した事業者等

については、第２３条から第３２条まで及びこの附則に別段の定めがあるも

のを除き、適用しない。 

 

 

令和６年３月１日提出 

 



 

美里町長 原 田 信 次 

 

提 案 理 由 

再生可能エネルギー発電設備の設置事業及び運営事業について、適正に行う

ことで災害の防止、生活環境の保全及び近隣住民との共生を図り、町民の安心

と安全を確保するため、この案を提出するものである。 


